
昭
和
三
十
五
年
運
輸
省
令
第
十
五
号

自
動
車
輸
送
統
計
調
査
規
則

統
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
輸
送
統
計
調
査
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
通
則
）

第
一
条
　
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
幹
統
計
で
あ
る
自
動
車
輸
送
統
計
を
作
成
す
る
た
め
の
調
査
（
以
下
「
調
査
」
と
い
う
。
）
の
実
施
に
関
し
て
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
調
査
の
目
的
）

第
二
条
　
調
査
は
、
自
動
車
に
よ
る
貨
物
及
び
旅
客
の
輸
送
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
三
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
事
業
用
自
動
車
」
と
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
三
条
の
普
通
自
動
車
、
小
型
自
動
車
（
二
輪
の
も
の
を
除
く
。
）
又
は
軽
自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規

則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
三
十
五
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
以
下
「
普
通
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
二
条
第
二
項
の
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の
（
被
け
ん
引
自
動
車
を
除
く
。
）
を
い
う
。

２
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
貨
物
自
動
車
」
と
は
、
普
通
自
動
車
等
で
あ
つ
て
、
主
と
し
て
貨
物
の
輸
送
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

一
　
被
け
ん
引
自
動
車

二
　
事
業
用
自
動
車
以
外
の
軽
自
動
車

３
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
旅
客
自
動
車
」
と
は
、
普
通
自
動
車
等
で
あ
つ
て
、
主
と
し
て
旅
客
の
輸
送
の
用
に
供
す
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

一
　
被
け
ん
引
自
動
車

二
　
事
業
用
自
動
車
以
外
の
自
動
車

４
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
使
用
者
」
と
は
、
自
動
車
検
査
証
の
使
用
者
の
氏
名
又
は
名
称
の
欄
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
（
そ
の
者
が
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
条

の
調
査
の
期
間
中
に
当
該
自
動
車
を
使
用
す
る
者
）
を
い
う
。

５
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
」
と
は
、
道
路
運
送
法
に
よ
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
、
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
い
う
。

（
調
査
の
対
象
）

第
四
条
　
調
査
は
、
貨
物
自
動
車
若
し
く
は
旅
客
自
動
車
又
は
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
を
経
営
す
る
者
の
う
ち
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
調
査
の
期
間
を
定
め
て
選
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
行
う
。

（
調
査
事
項
）

第
五
条
　
調
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

一
　
貨
物
自
動
車
の
種
類
、
主
な
用
途
（
事
業
用
自
動
車
の
も
の
に
限
る
。
）
、
最
大
積
載
量
、
事
業
の
種
類
（
事
業
用
自
動
車
以
外
の
自
動
車
が
事
業
の
用
に
供
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
輸
送
回
数
、
輸
送
区
間
、
走
行
距
離
、
輸
送

貨
物
の
重
量
及
び
品
目
並
び
に
運
行
の
用
に
供
し
な
い
日
数

二
　
旅
客
自
動
車
の
種
類
（
乗
車
定
員
十
一
人
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）
、
乗
車
定
員
、
輸
送
回
数
、
輸
送
区
間
、
走
行
距
離
、
輸
送
人
員
及
び
運
行
の
用
に
供
し
な
い
日
数

三
　
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
を
行
う
事
業
所
に
お
け
る
車
両
数
、
運
行
回
数
、
走
行
距
離
及
び
輸
送
人
員

四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
連
す
る
事
項

（
自
動
車
輸
送
統
計
調
査
票
）

第
六
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
選
定
し
た
自
動
車
の
使
用
者
又
は
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
等
を
経
営
す
る
者
に
告
示
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
自
動
車
輸
送
統
計
調
査
票
（
以
下
「
調
査
票
」
と
い
う
。
）

を
配
布
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
）

第
七
条
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
調
査
票
の
配
布
を
受
け
た
者
は
、
こ
れ
に
所
定
の
事
項
を
記
入
し
、
第
四
条
の
調
査
の
期
間
満
了
後
十
五
日
以
内
に
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
結
果
の
公
表
）

第
八
条
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
調
査
票
を
審
査
集
計
し
た
結
果
を
自
動
車
輸
送
統
計
月
報
に
よ
り
、
調
査
月
経
過
後
二
月
以
内
に
公
表
す
る
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
調
査
票
を
審
査
集
計
し
た
結
果
に
基
づ
き
、
毎
年
四
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
自
動
車
輸
送
統
計
年
報
を
作
成
し
、
当
該
期
間
終
了
後
六
月
以
内
に
公
表
す
る
。

（
調
査
票
等
の
保
存
）

第
九
条
　
国
土
交
通
大
臣
の
保
存
す
る
調
査
票
の
保
存
期
間
は
、
二
年
と
す
る
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
の
作
成
し
た
集
計
表
の
保
存
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

３
　
国
土
交
通
大
臣
は
、
調
査
票
及
び
集
計
表
を
収
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
）
を
作
成
し
、
こ
れ
を
永
年
保
存

す
る
。附

　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
六
年
九
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
五
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
三
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
一
〇
月
一
日
運
輸
省
令
第
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
六
月
三
〇
日
運
輸
省
令
第
四
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
二
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
二
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
六
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
一
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
六
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
一
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
庁
が
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
許
可
、
認
可
そ
の
他
の
処
分
又
は
契
約
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
処
分
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
庁
が
し
た
処
分
等
と
み
な
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
「
申
請
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
そ
れ

ぞ
れ
の
行
政
庁
に
対
し
て
し
た
申
請
等
と
み
な
す
。

北
海
海
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）

東
北
運
輸
局
長

東
北
海
運
局
長
（
山
形
県
又
は
秋
田
県
の
区
域
に
係
る
処
分
等
又
は
申
請
等
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
新
潟
海
運
監
理
部
長

新
潟
運
輸
局
長

関
東
海
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

東
海
海
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

近
畿
海
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

中
国
海
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

四
国
海
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

九
州
海
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

神
戸
海
運
局
長

神
戸
海
運
監
理
部
長

札
幌
陸
運
局
長

北
海
道
運
輸
局
長

仙
台
陸
運
局
長

東
北
運
輸
局
長

新
潟
陸
運
局
長

新
潟
運
輸
局
長

東
京
陸
運
局
長

関
東
運
輸
局
長

名
古
屋
陸
運
局
長

中
部
運
輸
局
長

大
阪
陸
運
局
長

近
畿
運
輸
局
長

広
島
陸
運
局
長

中
国
運
輸
局
長

高
松
陸
運
局
長

四
国
運
輸
局
長

福
岡
陸
運
局
長

九
州
運
輸
局
長

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
二
月
五
日
運
輸
省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
道
路
運
送
車
両
法
又
は
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
従
前
の
様
式
に
よ
る
検
認
票
、
回
送
運
行
許
可
証
、
自
動
車
予
備
検
査
証
、
軽
自
動
車
届
出
済
証
、
臨
時
運
転
番
号
標
貸

与
証
、
登
録
事
項
等
通
知
書
、
自
動
車
検
査
証
又
は
登
録
事
項
等
証
明
書
、
自
動
車
輸
送
統
計
調
査
規
則
の
規
定
に
よ
り
配
布
さ
れ
た
従
前
の
様
式
に
よ
る
自
動
車
輸
送
統
計
調
査
票
及
び
道
路
交
通
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
伴
う

道
路
運
送
車
両
法
の
特
例
等
を
定
め
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
九
号
）
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
従
前
の
様
式
に
よ
る
登
録
証
書
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
一
〇
号
）
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こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
七
月
二
〇
日
運
輸
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
九
月
二
五
日
運
輸
省
令
第
二
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
貨
物
運
送
取
扱
事
業
法
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
八
月
三
一
日
運
輸
省
令
第
六
三
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
調
査
の
期
間
の
末
日
が
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
属
す
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
一
月
二
九
日
運
輸
省
令
第
三
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
六
月
二
八
日
国
土
交
通
省
令
第
七
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
一
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
統
計
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
自
動
車
輸
送
統
計
調
査
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
八
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
自
動
車
輸
送
統
計
調
査
規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
輸
送
統
計
調
査
の
申
告
を
求
め
ら
れ
て
い
る
者
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
自
動
車
輸

送
統
計
調
査
規
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
輸
送
統
計
調
査
の
報
告
を
求
め
ら
れ
た
者
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
八
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
四
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
調
査
の
期
間
の
末
日
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
属
す
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
六
日
国
土
交
通
省
令
第
四
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
六
日
国
土
交
通
省
令
第
一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
調
査
期
日
が
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
属
す
る
調
査
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
五
月
二
〇
日
国
土
交
通
省
令
第
四
五
号
）
　
抄

3



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
四
号
）
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

4


